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 戦争・死刑と国家。そして国家と人民（１５２）  

（Eメールニュース「みやぎの九条」２０２０年１０月０１日号）  

小田中 聰樹     （東北大学名誉教授・みやぎ憲法九条の会世話人） 

（今号は 2017年 10月に生起した諸問題の 2回目です。） 

Ⅰ 改憲への支配層の動き 

５ 「国難選挙」＝「悪政隠し解散」と野党共闘 

（１）「悪政隠し解散」 

２０１７年９月２５日、安倍内閣は衆議

院を解散し、１０月２２日投票とした。安倍

首相は解散を「国難解散」だと称したが、そ

の実体が「悪政隠し解散」であることは紛れ

もない事実である。 

そこで解散と選挙結果とを踏まえて安倍

内閣をどう捉えるかにつき、私見を混じえ

て述べたい。 

（２）選挙結果の概数 

①衆議院選挙結果の議席数は、次のとお

りである（１０月２４日赤旗・朝日新聞）。 

②各党の議席数。追加公認を含む。（括弧

内は選挙公示前議席数） 

ⓐ自民２８４（２８４）。公明２９（３４）。

希望５０（５７）。維新１１（１４）。立憲民

主５５（１５）。共産１２（２１）。社民２

（２）。その他・無所属２４（４５）。全合計

４６５（４７２）。 

ⓑ自民党の獲得票数と得票率は、次のと

おりである（１０月２５日赤旗）。 

（ⅰ）小選挙区で約２６５０万票。得票率

４７．８２％。絶対得票率（全有権者との比

率）２４．９８％（議席占有率７４．３９％）。 

（ⅱ）比例で約１８５６万票。得票率３

３．２８％。絶対得票率２７．４９％（議席

占有率３７．５％）。 

Ⓒもう一つの与党・公明の比例獲得投票

数と同得票率は次の通りである（前掲赤旗）。

得票数約６９８万票（６９７万７７１２票）。

得票率１２．５１％。 

（３）以上の概数の示している特徴は次の

通りである。 

①最大与党自民党は「４分の１」政党であ

ることである。この事実を示すのが、絶対的

得票率である。小選挙区で２４．９８％であ

り、比例で１７．４９％に過ぎない。 

この自民党が議席数では、小選挙区で７

４．３９％、比例で３７．５％を占めている。

この大きなギャップを可能にしているのは、

１９９４年１月に制度化・導入された小選

挙区制である。小選挙区制は選挙区を小さ

く分断し、当選者を１人とする。その結果、

４分の３の多様な民意は切り捨てられてい

く。しかも、この制度の毒は、何度かの選挙

を通じてゆっくりと日本の政治社会を「１

強体制」に仕上げていくのである。その意味

で、小選挙区制は国民主権・議会制民主主義

に反する悪制度である。 

②今回の選挙のもう一つの問題点として

指摘すべきは、安倍内閣が争点隠しを行っ

たことである。もともと大義名分のない暴

挙ともいうべき自称「国難選挙」であった

が、加えて同内閣は、改憲の是非、北朝鮮外

交のあり方、原発再稼働の是非、核禁条約署

名・批准の是非、「働き方改革」（＝過労死増

大）の是非、「教育改革」（＝教育の自由化の

名目の下の競争原理の導入）の是非、科学・
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学問の戦争奉仕の是非、戦費か社会福祉か、

という真の争点を隠蔽した。そのために、国

民は適切な判断を下すことを妨げられた。 

その意味においても自民党、そして自公

連立の安倍内閣は、実体のない虚構の「多数

票」を得たに過ぎないのであり、国民の信任

を得たとはいえない。 

（４）とはいえ、安倍内閣を過小評価するこ

とは誤りである。なぜなら、現代日本の支配

層を構成する政治家、財界、経済人、軍事家、

高級官僚、右翼人脈（団体、ジャーナリスト、

学者）などが安倍晋三という政治家を首相

たらしめているからである。その意味で、安

倍内閣の特異な反国民的、反人民的な性格

は単に彼個人の資質からくるものではない。 

（５）そうであればこそ、私たちは、今回の

選挙で萌芽をみせた護憲野党と市民との共

闘の輪を拡げることにより、安倍内閣の野

望を挫かなければならない。その野望とは、

改憲（９条改悪）、原発推進、軍学共同推進、

働き方改悪、教育改悪、核禁条約無視、社会

福祉後退などである。 

 私は、この共闘の発展こそが必ずや明る

い日本の未来を切り開くであろうと信ずる。 

（６）選挙に関する評価と改憲策動 

 ①１０月２３日、安倍首相は、憲法改定に

ついて記者会見で語った。“与・野党にかか

わらず、幅広い合意を形成するよう努力を

重ねる”と。同様に１０月２３日に自公党首

会談で交わされた連立継続の合意文書にも

“（憲法改正の）合意形成に努める”と記載

された（１０月２４日朝日新聞）。 

 その真意は、国民的合意・野党合意を得ら

れるとの自信の表れであると同時に、“努め

る”の意が「見切り発車」し発議することも

あり得るということであり、合意は絶対条

件ではない、ということである。つまり安倍

首相・安倍内閣の傲岸さの表れである。 

 ②ⓐこの傲岸さは、次の動きと連動して

いる（１０月２６日赤旗、朝日新聞）。 

 １０月２５日、改憲右翼団体・日本会議の

フロント団体＝前衛的運動団体「美しい日

本の憲法をつくる国民の会」の集会が東京

都内で開かれた（約７００人が参加。来賓と

して自民党９人と維新１人の国会議員が出

席）。 

 ⓑ出席した衛藤首相補佐官（安倍首相の

側近）は、選挙で改憲勢力が３分の２を維持

したことで「天の時を与えられた。全力をあ

げて国会における発議ができるまで頑張っ

ていく」と述べた。 

 Ⓒ主催者・桜井よしこ同会共同代表は、基

調提言の中で、“安倍政権のもとで憲法改定

を成し遂げねばならない。このチャンスを

逃したら本当に後は難しくなる”と述べた。 

 ⓓ集会は大要次のような決議を採択し、

参加した国会議員に手渡した。 

 「憲法改定に前向きな与野党が衆議院の

議席の８割を占めるに至ったのは民意であ

り、各党は改憲案を国会に提出すべきだ」

と。 

（７）選挙結果と護憲団体声明 

 では、護憲団体は選挙結果をどう総括し

て今後の運動をどう展望しているか。その

いくつかを記す。 

① 「９条の会」声明（１０月２７日）（１

０月２８日赤旗）。 

  総選挙後、改憲の新たな局面に際し９

条改憲 NO の声を草の根から（９条の会事

務局） 

 憲法と日本の進路に大きな影響を与える

総選挙が終わり、自民党は２８４議席を獲

得し公明党、希望の党、維新の会合わせて

改憲勢力が３７４議席、全議席の８割を超

えた一方、安倍改憲に反対する側は、野党

分断の攻撃を乗り越え、立憲民主党、共産

党、社民党、無所属を合わせて９０議席前
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後を獲得しました。 

 もちろん、改憲諸党のなかでも公明党が

９条改憲には消極的な態度を示し、維新の

会が教育無償化に重点を置くなど改憲原案

取りまとめまでには紆余曲折はあるでしょ

う。しかしそれは、９条の「改正」に対す

る国民の警戒心への対策にほかならず、改

憲勢力の本命はあくまで９条改憲です。し

かも安倍首相は「スケジュールありきでは

ない」といいながら、多数の議席を背景

に、あくまで１８年通常国会での改憲発

議、秋の国民投票実施に照準を合わせてい

ます。 

 一方、９条に自衛隊を書き込むことにつ

いては、選挙後の世論調査でみても、設問

の仕方に多少の違いはあるにせよ調査媒体

によってまったく反対の結果が出ている

（「朝日」賛成３６％、反対４５％、「読

売」同４９％、３９％）ように、安倍９条

改憲の危険性が十分に伝わっているとはい

えない状況があります。 

 ９条の会も参加している「安倍９条改憲

NO！全国市民アクション」が提起した３

０００万人署名の取り組みがいっそうその

緊急性を増しています。通常国会での９条

改憲発議を阻むために、全国の草の根で、

全力で３０００万署名に取り組みを強め、

改憲勢力が改憲を発議できない状況を作り

出そうではありませんか。こうした幅の広

い声を結集することで、万一発議が強行さ

れた場合にも国民投票でそれを否決する力

をつくることができます。 

 何よりも３０００万署名を軸にきめ細か

い対話の運動をすすめましょう。 

 ９条の会が発行したブックレットやポス

ターを使って学習会を持ちましょう。 

 すべての地域で、新たに選出された地元

の国会議員に対し、９条改憲反対のメッセ

ージを伝え、「９条改憲 NO」の態度をと

るよう訴えましょう。 

②右声明中で述べられている立憲民主党

は、２０１７年１０月２日に結党（民進党中

の護憲勢力が結成し）、５５名が当選した

（小選挙区１８名、比例３７名）。 

③ⓐ「市民連合」見解（１０月２３日）（１

０月２５日赤旗）。 

 市民連合の「見解」全文 

 １０月２２日に投票が行われた第４８回

衆議院選挙において、自民党・公明党の与党

が３分の２の議席を確保する結果となりま

した。市民連合は、安倍政権がこの多数基盤

の上に、憲法の基本精神を破壊する方向で

その改定を具体化することを強く危惧しま

す。 

 選挙戦の中で行われたいくつかの世論調

査では、内閣支持率が低下し、不支持率を下

回るものもありました。その意味で、国民は

安倍政権を決して信頼したり、評価したり

しているわけではないことは明白です。投

票率も戦後最低レベルに留まってしまいま

した。与党の巨大な議席は、勝者にボーナス

を与える小選挙区制度がもたらした、民意

からの乖離といわなければなりません。 

 野党側では、民進党が分裂したことが与

党の大勝を招いたことも事実です。総選挙

における立憲勢力の前進のために市民と野

党の協力体制の準備を進めていたことを無

視し、前原誠司代表が希望の党への合流を

強引に推し進め、民進党を分裂させ、野党協

力の態勢を壊したことは、強く批判される

べきだと考えます。 

 しかし、立憲民主党が選挙直前に発足し、

野党協力の態勢を再構築し、安倍政治を憂

える市民にとっての選択肢となったことで

野党第１党となり、立憲主義を守る一応の

拠点ができたことは一定の成果と言えるで

しょう。この結果については、自党の利益を

超えて大局的視野から野党協力を進めた日
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本共産党の努力を高く評価したいと考えま

す。社会民主党も野党協力の要としての役

割を果たしました。 

 そして何よりも、立憲野党の前進を実現

するために奮闘してきた全国の市民の皆さ

んのエネルギーなくして、このような結果

はあり得ませんでした。昨夏の参議院選挙

につづいて、困難な状況のなかで立憲民主

主義を守るための野党共闘の構築に粘り強

く取り組んだ市民の皆さんに心からエール

を送ります。 

与党大勝という結果は残念ではあります

が、安倍政権に対抗すべき市民と野党の共

闘のあるべき姿がこの選挙戦を通じて明確

になったことには意味があると思われます。

違憲の安倍法制を前提とした憲法９条改悪

への反対と立憲主義の回復などを共通の土

台とした今回の市民と野党の共闘の成果を

踏まえ、立憲野党が、無所属、その他の心あ

る政治家とともに、強力な対抗勢力を再構

築することを心より期待し、市民連合もで

きるかぎりの応援をしたいと考えます。 

衆議院で与党が３分の２を確保したこと

により、安倍政権・自民党は近い将来、憲法

改正の発議を企てることが予想されます。

もちろん、現在の国民投票法は、運動に関す

る規制があいまいで、資金の豊富な陣営が

テレビコマーシャルなどを通して民意を動

かすことができるなど大きな欠陥があり、

市民連合は現行制度のままでは改憲発議に

反対します。しかし、万一、与党が数を頼ん

で改憲発議を行った場合、市民連合は国民

投票において、安倍政権の進める憲法改正

に反対するための大きな運動をつくるため

に、立憲野党とともにさらに努力を進めて

いきたいと考えます。 

 ⓑここで「市民連合」とはいかなる特徴、

理念、役割、プロジェクト（目標と手段）を

持つ団体なのかを、広渡清吾東京大学名誉

教授（市民連合呼びかけ人）「『市民連合』と

いうプロジェクト―２０１７年１０月衆院

選をたたかって」法と民主主義２０１７年

１１月号により記すこととする。 

 （ⅰ）まず同論文の大要を紹介する。 

 「市民連合」は２０１５年１２月に結成さ

れ、参院選挙（２０１６年７月）終了後、衆

院選に向けて準備を始め、２０１６年１２

月９日、４野党（民進、共産、自由、社民）

との意見交換会で４野党に対して検討を要

請した。その内容は“立憲４党が共通の政策

を掲げ国民に対し別の選択肢を提示し安倍

政治の暴走を止め、政治転換への戦いをと

もに進めるよう、強く求める”とするもので

ある。 

 （ⅱ）２０１７年４月５日、４野党は意見

交換会で「４党の考え方」を市民連合に提示

した。これに対し、市民連合は、４野党との

協力を一層進める「要請」を４党に手渡し

た。 

 ここで「市民連合」と４野党間で合意され

た政策の柱は、①安保法制の廃止、集団自衛

権容認の閣議決定の撤回、立憲主義の回復、

②アベノミックスによる生活破壊と貧困と

格差の是正、③ＴＰＰ、沖縄問題など、強権

政治を許さない、④安倍政権下での改憲反

対。 

 なお、意見交換に於て、共謀罪法案反対、

森友・加計問題の真相追及が加えられた。 

 （ⅲ）その後、民進党と希望の党との合流

の流れが生じ、これに反対して１０月２日

「立憲民主党」が結成された。「市民連合」

は、枝野立憲民主党代表と７項目の政策合

意を行い、立憲民主党、共産党、社民党と共

同で衆院選をたたかう体制をつくることが

できた。そして１０月３日、「市民連合」は、

「市民と立憲野党の新たな共闘がはじまり

ます―」とするよびかけを発表した。 

 ７項目の政策合意とは次のようなもので
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ある。 

 １ 憲法違反の安保法制を上書きする形

で、安倍政権がさらに進めようとし

ている憲法改正とりわけ第９条改正

への反対。 

 ２ 特定秘密保護法、安保法制、共謀罪法

など安倍政権が行った立憲主義に反

する諸法律の白紙撤回。 

 ３ 福島第 1 原発事故の検証のないまま

の原発再稼働を認めず、新しい日本

のエネルギー政策の確立と地域社会

再生により、原発ゼロ実現を目指す

こと。 

 ４ 森友学園・加計学園及び南スーダン

日報隠蔽の疑惑を徹底究明し、透明

性が高く公平な行政を確立すること。 

 ５ この国のすべての子ども、若者が、健

やかに育ち、学び、働くことを可能に

するための保育、教育、雇用に関する

政策を飛躍的に拡充すること。 

 ６ 雇用の不安定化と過密労働を促す

“働き方改革”に反対し、８時間働け

ば暮らせる働くルールを実現し、生

活を底上げする経済、社会保障政策

を確立すること。 

 ７ ＬＧＢＴに対する差別解消施策をは

じめ、女性に対する雇用差別や賃金

格差を撤廃し、選択的夫婦別姓や議

員男女同数化を実現すること。 

 （ⅳ）おおよそ以上の経過を辿った「市民

連合」の特徴は何か。個々のテーマやイッシ

ュー（争点）でなく、政権交代を目指してト

ータルに政治活動をする。そのために自ら

政党を作るのではなく、自らの政策を実現

してくれる複数の政党と共同し、共同する

諸政党の接着剤になる。 

 （ⅴ）その政治理念は、個人の尊厳を擁護

する政治。 

 （ⅵ）実現の道筋は、戦争法反対闘争を市

民と野党とのスクラムで闘った実績をヴァ

ージョンアップし、選挙戦にコミットし、国

会多数派を目指す。 

 （ⅶ）そのために有権者（広範な無党派層）

に、「市民と野党の共同」という別種の選択

肢を示す。 

 （ⅷ）「市民連合」というプロジェクト（市

民連合という中央組織と全国各地の多様な

市民運動団体によって担われているものの

全体）は、政党は市民を獲得するために活動

し、市民連合は市民と繋ながり、政党に提案

し、政党を繋ぎ、市民と政党連合のより大き

な共同をつくり出し、これを通じて自分の

政治意思を実現する。 

以上が広渡氏の紹介に基づきトレースし

てきた「市民連合」というプロジェクトの存

在意義である。 

 Ⓒ護憲野党と市民との緊密な共闘の発展

こそが、改憲策動や戦争国家作り、そして原

発推進、過労死、教育崩壊などの悪政の遂

行・実施を阻止する最強の砦となる。今回の

選挙で「市民連合」というプロジェクトを生

み出したのは、市民＝人民の危機意識であ

り、それに的確に応える「護憲野党（立憲民

主党、共産党、社民党など）の存在である。 

 ⓓ（ⅰ）立憲民主党は、２０１７年１０月

２日に設立されたが、その設立経緯は、五十

嵐仁（法政大学名誉教授）「総選挙の結果と

安倍９条改憲をめぐる新たな攻防」憲法運

動２０１７年１２月号によればおよそ次の

通りである。 

 市民の声に押されての新党結成はかつて

ないこと。これに対する共産党の対応は素

早く、翌３日の中央委員会総会で志位委員

長は「協力・連帯を追求していく」と表明し、

「連帯のメッセージ」として枝野立憲民主

党代表が立候補する埼玉５区で候補者を取

り下げることを発表した。この日、市民連合
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も立憲民主党と基本政策を合意した。 

 １０月７日には、立憲民主・共産・社民の

３野党と市民連合が改めて政策合意を確認

し、総選挙を連帯して戦う体制ができた。こ

のような動きをアシスト（助成）して候補者

を１本化するために、共産党は６７の小選

挙区で候補者を取り下げ、２４９の小選挙

区で共闘勢力の１本化が実現した。 

 このようなアシストが立憲民主党の躍進

を生み出す大きな力となったが、共産党自

身は埋没し大きな犠牲を払うことになった。

総選挙の結果、沖縄の小選挙区で１議席を

獲得したものの比例代表で苦戦し、改選２

１議席を９下回る１２議席にとどまったか

らだ。比例代表の得票数も前回の６０６万

票から４４０万票へと１６６万票の後退に

なった。 

 （ⅱ）このようにして市民連合や共産党に

アシストされて野党第１党になった立憲民

主党が、今後護憲政党として市民の期待に

応えるような節を曲げない政党となるかど

うかは、究極的には市民運動と護憲政党の

責任というべきだと考える。 

（ⅲ）また共産党が市民共闘を追求し、そ

の基礎に立っての護憲野党（立憲民主党な

ど）との共闘態勢を組んだことは、市民＝人

民の期待に応えたものと考える。 

 

６ 平和大会、継続する闘い 

 （１）２０１７年１０月２８日、「なくそ

う！・米軍事同盟・米軍基地 ２０１７年日

本平和大会㏌岩国」が始まり、全国の９条を

守る運動、基地強化に反対する運動を交流

した（主催：同実行委）（１０月２９日赤旗）。 

 ①第１日めには、千坂日本平和委員会事

務局長が主催者報告でおよそ次のように述

べた。 

 “総選挙結果について、憲法にもとづく政

治を実現する大義を掲げ、市民と野党が力

を合わせてたたかえば安倍政権を打ち破る

ことはできる。草の根からの運動と市民と

野党の共同を発展させよう。 

 第１は、北朝鮮の核・ミサイル問題の平和

的解決に逆行する安倍政権の政策転換であ

る。第２は、草の根からの９条改憲反対の世

論と運動を広げること。第３は、岩国・沖

縄・全国の米軍基地強化、米軍・自衛隊一体

化に反対する運動を広げること。 

 日米軍事同盟をなくしてこそ、憲法を生

かして、平和を実現できる理解と一致点と

を広げていきたい”、と。 

②また来賓あいさつした那須正幹氏（山

口県総がかり行動実行委共同代表、児童文

学作家）は、次のように述べた。 

子に戦争経験させない 

総選挙で国民は憲法９条改定にゴーサイ

ンを出したわけではありません。多くの人

は９条存続を望んでいます。私は３歳の時

に広島で被爆しました。被爆者の悲惨な姿

はいまだに記憶に残っています。被爆体験

は私の人生の原点です。 

平和憲法で戦争放棄、戦力不保持を国是

とした日本で、戦後１度も空襲にあわず、徴

兵もされず、７５歳まで生き延びられてい

ます。 

安倍首相は、共謀罪や安保法制で平和憲

法を否定し、核兵器禁止条約にも加わりま

せん。しかし彼がいま生き延びられている

のは平和憲法のおかげです。この点を彼は

深く自覚すべきです。 

子どもたちに２度と戦争の苦しみを経験

させないために、国民が黙っていてはいけ

ません。 

 ③第２日（２９日）には、７分科会に分か れ、各地から運動報告が行われた。その中か
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らいくつかを抜き出してみよう。 

 ⓐ静岡県の代表は、日米共同訓練を実施

させない取組みを報告し、“米軍基地全面返

還を早期に実現するため、全国の仲間とネ

ットワークをつくり、運動し発展させたい”

と訴えた。 

 ⓑ「神奈川・厚木基地周辺住民の会」代表

は、“米軍は岩国に空母艦載機を押し付け、

引き続き厚木基地も使い続けると明言して

いる。厚木基地をなくす運動を全国で広げ

よう”と呼びかけた。 

 Ⓒ佐賀県と熊本県の代表は、陸上自衛隊

オスプレイの佐賀空港への配備と、高遊原

分屯地（熊本県益城町）への暫定配備を許さ

ない運動を広げる決意を述べた。 

 ⓓ第一分科会「憲法９条守れ、戦争法廃

止、自衛隊を戦場に送るな」では、群馬県前

橋市の「かいがや９条の会」の熊谷事務局長

が“２００８年５月の発足後、毎月１回街頭

署名を続け２０１７年１２月には１００回

目を迎える３０００万署名を地道に集めて

いく”と発言した。 

 ④第２分科会「沖縄と連帯し、岩国基地は

じめ米軍基地強化を許すな」では、東京都の

参加者が、横田基地で進む基地強化の現状

を報告し、オスプレイ配備が引き続き狙わ

れている、と発言した。 

 また長崎県の参加者は、“日本版海兵隊”

水陸機動団の配備を「佐世保が日米共同の

戦争出撃地になる」と指摘した。 

 （２）この平和大会の意義については、２

日目の第１分科会であいさつした長尾全労

連副議長のあいさつ「総選挙の結果、衆議院

では８割が改憲派となった。私たちのたた

かいも正念場だ。共同を広げて“戦争はいや

だ”という声を結集していこう」との呼び

かけによく表現されていると思う。 

 いま重要なことは何か。それは運動と連

帯の力を強め広め、改憲と戦争国家作りの

支配層の策動を打ち破ることだと考える。 

 

７ 核禁条約

 

（１）①２０１７年１０月２７日、国連本部

に於て国連総会第１委員会（軍縮・国際安全

保障）は、一連の核兵器に関する法案の採決

を行った（１０月２９日赤旗）。 

 ②その１としてオーストリア主導の決議

案は、同年７月の核禁条約の採択を歓迎し、

全加盟国に早期の署名批准を呼びかける決

議案を賛成多数で採択した。さらに同決議

案は、「核兵器禁止条約が核軍縮に向けた必

要不可欠の貢献をなす」とし、条約交渉にお

ける国際機関や市民社会の貢献を認め、来

年の国連総会の議題に条約を追加すること

も提案した。 

 ③この決議案に対し、賛成１１８、反対３

９、棄権１１。なお、米、英、仏、中、ロの

核保有５大国と核不拡散条約（ＮＰＴ）に入

っていない核保有国インド、パキスタン、イ

スラエルが反対した。日本（政府）も反対し、

北朝鮮は棄権した。 

 ④なお、同決議案は、年内に国連総会で採

決されて正式な決議となり、核禁条約採択

歓迎の初めての総会決議となる見通しであ

る。 

 （２）①同日、同委員会は、日本政府が提

出した核廃絶決議を賛成１４４、反対４、棄

権２７で採択した（１０月２９日朝日新聞、

赤旗）。 

 ②賛成は昨２０１６年の１６７ヶ国から

１４４ヶ国（２３減）、反対は昨年と同数の

４ヶ国（中、北鮮、シリア、ロシア）、棄権

は昨年１７ヶ国から２７ヶ国（１０増）（オ

ーストリア、ブラジル、ニュージーランド、
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コスタリカ、南アフリカなど）。 

③なお、共同提案国は昨年１０９ヶ国か

ら７７ヶ国に減少。新棄権はオーストリア、

ブラジル、コスタリカ、ニュージーランド、

南アフリカなど。新賛成は英仏米。 

 ④このように日本提出の決議案が反発を

招き支持が後退したのは、次の３点である

（前掲朝日の文言整理による）（下線部分は

小田中注記を参照）。 

 

 

 ２０１６年 ２０１７年 

Ａ 

核軍縮につなが

るような核兵器

の完全な廃絶を

達成するための

核兵器国の明確

な約束 

核不拡散条約を

完全に履行する

ための核兵器国

の明確な約束 

Ｂ 

核兵器のあらゆ

る使用による壊

滅的な人道的結

末についての深

い懸念 

核兵器の使用に

よる壊滅的な人

道的結末につい

ての深い懸念 

Ｃ 

平和で安全な核

なき世界の達成

への誓約を再確

認 

平和で安全な核

なき世界に向け

た誓約を再確認 

 

 Ａについて。「核兵器の完全な廃絶を達成

するための」（２０１６年）を、「核不拡散条

約を完全に履行するための」に置き換えて

変更したのは「核廃絶達成」を後退させたも

のであり、核禁条約の根本精神に背くもの

である。根本精神とはあらゆる形態の核兵

器の完全禁止だからである。 

 Ｂについて。Ｂの含意は、「あらゆる」と

いう文言を削除したことにより一定の核使

用を認めたことである。（例えば、自衛のた

めの使用）。 

 Ｃについて。Ｃの含意は、「達成」を削除

したことにより、「行為規範」を「精神的訓

示規定」に変質させたことである。 

 ⑤ⓐその意図は何か。採決後に高見沢軍

縮大使は次のように釈明した（前掲赤旗）。 

 「北朝鮮の核開発など、『顕著な現象』を

踏まえて核兵器国も含めて、共通の基盤を

つくるべく努力した」、と。また河野太郎外

相も、１０月２８日の談話で本決議案の意

義を強調した（前掲朝日新聞）。 

 ⓑこのようにみてくると、決議案の真意

が、核保有大国アメリカの「核の傘の持つ抑

止力の下で「安全保障」を調達するという支

配層の基本政策に基づくものであり、その

口実として用いられているのが北朝鮮の軍

事的脅威である。 

 Ⓒしかし、北朝鮮の軍事的脅威なるもの、

軍事的緊張なるものが如何なるものか、今

後この事態がどのように推移するか、そし

てそれらが日本の「安全保障」にとってどの

ような意味を持つか、は定かとはいえない

と考えるが、少なくとも北朝鮮脅威論を持

ち出して、核禁止条約成立の世界史的な意

義を貶めることは誤りである。 

ⓓ２０１８年６月１２日、米朝首脳会談

が行われ、北朝鮮が非核化の方向に向かお

うとしていることが明らかとなりつつある

ことを記しておきたい。なお、非核化すべき

はアメリカも同様である。アメリカが核大

国として世界に君臨することは許されない

ことと考える。 

 以上を以て２０１７年１０月分を終える。 

 （２０１８年６月１２日筆了） 

 

 


